
第
三
号
議
案

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
制
定
に

つ
い
て

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
二
年
三
月
十
二
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

工

藤

利

明

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

任
用
等
（
第
二
条－

第
九
条
）

第
三
章

給
付
（
第
十
条－

第
二
十
一
条
）

第
四
章

勤
務
時
間
等
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
）

第
五
章

休
暇
（
第
二
十
四
条－

第
二
十
六
条
）

第
六
章

休
業
（
第
二
十
七
条
）

第
七
章

服
務
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）

第
八
章

福
利
厚
生
等
（
第
三
十
条
・
第
三
十
一
条
）

第
九
章

雑
則
（
第
三
十
二
条－

第
三
十
五
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
任
命
に
係
る
地

方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職

員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
任
用
、
報
酬
そ
の
他
の
給
付
、
勤
務
条
件
等
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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第
二
章

任
用
等

（
配
置
）

第
二
条

所
属
長
（
本
庁
の
各
課
長
及
び
所
長
、
各
教
育
事
務
所
長
並
び
に
教
育
機
関
の
長
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
配
置
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、
配
置
の
期
間
、
人
員
及
び
業

務
内
容
を
明
示
し
、
教
育
人
事
課
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

所
属
長
は
、
前
項
の
配
置
の
期
間
、
人
員
及
び
業
務
内
容
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
教
育
人
事
課
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
任
用
）

第
三
条

会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規

則
第
十
一
号
）
第
十
四
条
第
一
項
第
十
二
号
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
選
考
に
よ
り
県
教
育
委
員
会
が
任
命

す
る
。

２

会
計
年
度
任
用
職
員
を
任
用
し
よ
う
と
す
る
所
属
長
は
、
公
募
を
行
い
、
応
募
が
あ
っ
た
者
に
つ
い
て

選
考
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
公
募
に
よ
ら
な
い

で
選
考
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

現
に
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
て
い
る
者
で
勤
務
実
績

が
良
好
で
あ
る
も
の
を
選
考
の
対
象
と
す
る
場
合

二

公
募
を
行
っ
た
結
果
、
有
効
な
応
募
が
な
か
っ
た
場
合
又
は
公
募
に
よ
る
選
考
を
行
っ
た
結
果
、
職

務
遂
行
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
い
な
か
っ
た
場
合

三

設
置
さ
れ
る
職
が
、
必
要
と
さ
れ
る
知
識
、
経
験
、
技
能
等
の
内
容
又
は
任
用
の
緊
急
性
等
の
事
情

に
よ
り
、
公
募
に
よ
り
難
い
と
教
育
人
事
課
長
が
認
め
る
場
合

３

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
募
に
よ
ら
な
い
で
選
考
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
も
、
同
一
の
者
を
五
年

を
超
え
て
引
き
続
き
任
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
新
た
に
公
募
に
よ
る
選
考
を
行
う
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

４

選
考
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
申
込
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
る
書
類
審
査
、
面
接
そ
の
他
必
要
と
認

め
る
方
法
に
よ
り
所
属
長
が
実
施
し
、
会
計
年
度
任
用
職
員
選
考
評
価
票
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
評
価

す
る
も
の
と
す
る
。
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５

所
属
長
は
、
選
考
の
結
果
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
任
用
内
申
書
（
第
三
号
様

式
。
学
校
に
配
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
教
育
人
事
課
長
が
別
に
定
め
る
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書

類
等
を
添
え
て
、
県
教
育
委
員
会
に
内
申
す
る
も
の
と
す
る
。

一

辞
令
案

二

会
計
年
度
任
用
職
員
申
込
書
の
写
し

三

会
計
年
度
任
用
職
員
選
考
評
価
票
の
写
し

四

職
務
遂
行
上
必
要
と
さ
れ
る
資
格
又
は
免
許
の
写
し

五

健
康
診
断
書
（
任
期
が
六
箇
月
未
満
の
者
及
び
一
箇
月
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
六
十
五
時
間
以
下
の

者
で
あ
っ
て
教
育
人
事
課
長
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
短
期
間
等
職
員
」
と
い
う
。
）
並
び
に
第
二

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
募
に
よ
ら
な
い
で
選
考
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）

六

報
酬
額
（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例

第
四
十
四
号
。
以
下
「
技
能
労
務
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
者
（
以
下
「
技
能

労
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
給
料
の
額
）
算
定
の
基
礎
と
な
る
資
料

６

県
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
内
申
を
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
辞
令
（
第
四
号
様
式
）
を

所
属
長
を
経
由
し
て
本
人
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

７

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
任
用
す
る
場
合
は
、
任
用
予
定
者
に
対
し
、
会
計
年
度
任
用
職
員

勤
務
労
働
条
件
同
意
書
兼
宣
誓
書
（
第
五
号
様
式
）
を
二
部
交
付
し
、
勤
務
労
働
条
件
を
明
示
す
る
も
の

と
す
る
。

８

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
任
用
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
署

名
押
印
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
労
働
条
件
同
意
書
兼
宣
誓
書
を
一
部
提
出
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当

該
職
員
に
こ
の
規
則
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
募
に
よ
ら
な
い
で
選
考
を
行
う
場
合
の
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
項
中
「
会
計
年
度
任
用
職
員
申
込
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
る
書
類
審
査
」

と
あ
る
の
は
「
勤
務
成
績
の
評
価
」
と
、
「
会
計
年
度
任
用
職
員
選
考
評
価
票
（
第
二
号
様
式
）
」
と
あ

る
の
は
「
会
計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書
（
第
六
号
様
式
）
」
と
、
第
五
項
中
「
会
計
年
度

任
用
職
員
選
考
評
価
票
」
と
あ
る
の
は
「
会
計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書
」
と
す
る
。
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所
属
長
は
、
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
募
に
よ
ら
な
い
で
選
考
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、

10
会
計
年
度
任
用
職
員
個
別
協
議
書
（
第
七
号
様
式
）
に
よ
り
、
教
育
人
事
課
長
に
協
議
す
る
も
の
と
す

る
。

（
任
期
）

第
四
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
は
、
そ
の
任
用
の
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
末
日
ま
で
の

期
間
の
範
囲
内
で
定
め
る
。

２

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
が
前
項
に
規
定
す
る
期
間
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
会
計
年
度
任
用

職
員
の
勤
務
実
績
を
考
慮
し
、
か
つ
、
事
前
に
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
同
意
を
得
た
上
で
、
当
該
期

間
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
任
期
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
学
校
に
属
す

る
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
所
属
長
は
、
教
育
人
事
課
長
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
県
教
育

委
員
会
に
内
申
す
る
も
の
と
す
る
。

３

所
属
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
を
更
新
す
る
場
合
は
、
学
校
に
属
す
る

者
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
辞
令
を
、
そ
れ
以
外
の
者
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
会
計
年
度
任
用
職
員
任

期
更
新
通
知
書
（
第
八
号
様
式
）
を
本
人
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

所
属
長
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
を
更
新
し
た
場
合
は
、
会
計
年
度
任

用
職
員
任
期
更
新
報
告
書
（
第
九
号
様
式
）
に
よ
り
、
更
新
し
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
教
育
人
事
課
長

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
異
動
等
）

第
五
条

県
教
育
委
員
会
は
、
組
織
の
改
廃
、
業
務
の
都
合
等
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員
の
就
業
の
場

所
、
従
事
す
る
業
務
の
変
更
等
（
次
項
に
お
い
て
「
異
動
等
」
と
い
う
。
）
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

県
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
異
動
等
を
行
う
場
合
は
、
辞
令
を
所

属
長
を
経
由
し
て
本
人
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
分
限
又
は
懲
戒
）

第
六
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
分
限
又
は
懲
戒
の
処
分
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

は
、
教
育
人
事
課
長
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

（
免
職
の
予
告
）

［第３号議案］

-4-



第
七
条

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度
任

用
職
員
を
免
職
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
免
職
の
予
告
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
天
災
事
変
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
事
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
又
は
会
計
年
度
任
用
職
員
の
責
に
帰
す
べ
き

事
由
に
基
づ
い
て
免
職
す
る
場
合
に
お
い
て
、
労
働
基
準
監
督
機
関
か
ら
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
雇
予
告
の
除
外
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
退
職
）

第
八
条

会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
任
期
の
満
了
に
よ
っ
て
当
然
に
退
職
す
る
も
の
と
す
る
。

２

会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
任
期
満
了
前
に
退
職
願
（
第
十
号
様
式
）
に
よ
り
、
退
職
を
申
し
出
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

前
項
の
退
職
願
は
、
退
職
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
所
属
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

所
属
長
は
、
第
二
項
の
退
職
願
を
受
領
し
た
場
合
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
退
職
内
申
書
（
第
十
一
号

様
式
。
学
校
に
属
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
教
育
人
事
課
長
が
別
に
定
め
る
様
式
）
に
辞
令
案
及
び
当
該

退
職
願
を
添
え
て
、
県
教
育
委
員
会
に
内
申
す
る
も
の
と
す
る
。

５

県
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
内
申
を
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
辞
令
を
所
属
長
を
経
由
し

て
本
人
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
面
談
及
び
人
事
評
価
）

第
九
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
、
会
計
年
度
任
用
職
員
面
談
・
人
事
評
価
調
書
に
よ

り
、
教
育
人
事
課
長
が
別
に
定
め
る
方
法
で
面
談
及
び
人
事
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
短
期
間
等
職
員
に
対
す
る
面
談
及
び
人
事
評
価
に
関
す
る
事
項
は
、
教

育
人
事
課
長
が
別
に
定
め
る
。

３

会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評
価
の
結
果
は
、
評
価
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
、
分
限
そ

の
他
の
人
事
管
理
の
基
礎
と
し
て
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

給
付

［第３号議案］
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（
報
酬
）

第
十
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
（
技
能
労
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
給
料
及
び
地
域
手
当
。
次
項
、
次

条
、
第
十
二
条
第
二
項
各
号
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
は
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
給
与

と
の
権
衡
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
の
内
容
等
を
考
慮
し
て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
教
育

人
事
課
長
が
決
定
す
る
。

２

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
額
は
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
給
与
の
改
定
等
に
よ
り
、
任
期
の
途
中

に
お
い
て
、
改
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対

し
、
報
酬
額
改
定
通
知
書
（
第
十
二
号
様
式
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
（
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
命
ぜ
ら
れ
た

会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
時
間
外
勤
務
の
全
時
間
に
対
し
て
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
十
二
条
第
二

項
各
号
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
額
（
端
数
処
理
前
の
額
と
し
、
技
能
労
務
職
員
に
あ
っ

て
は
一
時
間
当
た
り
の
給
料
及
び
地
域
手
当
の
合
計
額
で
端
数
処
理
前
の
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
勤
務
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
（
そ
の
勤
務
が
深
夜

（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合
は
、

そ
の
割
合
に
百
分
の
二
十
五
を
加
算
し
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
報
酬
（
技
能
労
務
職
員
に
あ
っ
て

は
、
時
間
外
勤
務
手
当
）
と
し
て
支
給
す
る
。

一

一
日
に
お
い
て
七
時
間
四
十
五
分
以
内
で
行
わ
れ
た
勤
務
（
第
三
号
の
勤
務
を
除
く
。
）

百
分
の

百
二

一
日
に
お
い
て
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
て
行
わ
れ
た
勤
務

百
分
の
百
二
十
五

三

一
週
間
に
つ
い
て
三
十
八
時
間
四
十
五
分
を
超
え
て
行
わ
れ
た
勤
務
（
前
号
の
勤
務
を
除
く
。
）

百
分
の
百
二
十
五

４

第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
一
日
の
勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
る

場
合
は
、
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
十
二
条

第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
報
酬

（
技
能
労
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
時
間
外
勤
務
手
当
）
と
し
て
支
給
す
る
。

［第３号議案］
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５

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
一
時
間
に
つ
き
支
給
す
る
報
酬
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

額
に
、
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生

じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
報
酬
の
支
給
方
法
）

第
十
一
条

日
額
又
は
時
間
額
の
報
酬
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
報
酬
は
、
支
給
事
由
の
生

じ
た
月
の
分
を
翌
月
十
日
（
そ
の
日
が
日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
祝
日
法
に
よ
る
休
日
」
と
い
う
。
）
に
当
た
る

場
合
は
、
そ
の
翌
日
以
後
に
お
い
て
、
そ
の
日
に
最
も
近
い
日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
祝
日
法
に
よ
る
休
日

で
な
い
日
）
に
支
給
す
る
。

（
報
酬
の
減
額
）

第
十
二
条

会
計
年
度
任
用
職
員
が
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
か
っ
た

場
合
（
有
給
の
休
暇
を
取
得
し
た
場
合
を
除
く
。
）
は
、
支
給
事
由
の
生
じ
た
月
中
の
そ
の
勤
務
し
な
か

っ
た
全
時
間
数
（
そ
の
時
間
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
端
数
が
三
十
分
以
上
の

と
き
は
こ
れ
を
一
時
間
と
し
、
三
十
分
未
満
の
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
勤
務

し
な
か
っ
た
一
時
間
に
つ
き
、
次
項
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
額
（
技
能
労
務
職
員
に
あ

っ
て
は
、
給
料
及
び
地
域
手
当
の
合
計
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
減
額
す
る
。

２

勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

月
額
の
報
酬
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員

一
般
職
の
常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

二

日
額
の
報
酬
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員

報
酬
の
日
額
を
一
日
の
所
定
勤
務
時
間
数
で
除
し
て

得
た
額

三

時
間
額
の
報
酬
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員

報
酬
の
時
間
額

３

前
項
各
号
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
額
に
、
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
場
合
は
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
場
合
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と

す
る
。

（
通
勤
に
係
る
費
用
弁
償
）

［第３号議案］
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第
十
三
条

会
計
年
度
任
用
職
員
（
技
能
労
務
職
員
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
三
十
九
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条

の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
の
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
通
勤
の
た
め
に
要
す
る

費
用
（
以
下
「
通
勤
費
用
」
と
い
う
。
）
を
弁
償
す
る
。

２

一
日
当
た
り
の
通
勤
費
用
の
額
は
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
通
勤
手
当
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
月
額

を
、
二
十
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
教
育
人
事
課
長
が
定
め
る
数
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
通
勤
費
用
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
る
も
の
と
す
る
。

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
通
勤
費
用
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
人
事
課
長
が
別
に

定
め
る
。

（
旅
行
に
係
る
費
用
弁
償
）

第
十
四
条

会
計
年
度
任
用
職
員
が
公
務
の
た
め
旅
行
し
た
場
合
は
、
そ
の
費
用
を
弁
償
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
弁
償
す
る
費
用
の
種
類
は
、
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大

分
県
条
例
第
二
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
の
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
及
び

旅
行
雑
費
（
以
下
「
鉄
道
賃
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

３

会
計
年
度
任
用
職
員
の
鉄
道
賃
等
の
額
は
、
行
政
職
給
料
表
の
五
級
以
下
の
職
務
に
あ
る
一
般
職
の
常

勤
職
員
の
鉄
道
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

４

会
計
年
度
任
用
職
員
の
鉄
道
賃
等
の
支
給
方
法
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
一
般
職
の
常

勤
職
員
の
例
に
よ
る
。

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
年
度
任
用
職
員
が
そ
の
居
住
地
又
は
滞
在
地
か
ら
直
接
公
務
の
た

め
に
旅
行
す
る
場
合
は
、
居
住
地
又
は
滞
在
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
費
用
の
額
が
在
勤
地
又
は
出
張
地
か

ら
目
的
地
に
至
る
費
用
の
額
よ
り
多
い
と
き
に
あ
っ
て
も
、
居
住
地
又
は
滞
在
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
費

用
を
弁
償
す
る
。

（
技
能
労
務
職
員
の
通
勤
手
当
及
び
旅
費
）

第
十
五
条

技
能
労
務
職
員
に
支
給
す
る
通
勤
手
当
の
額
及
び
そ
の
支
給
方
法
は
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
弁
償
す
る
通
勤
費
用
の
額
及
び
そ
の
支
給
方
法
の
例
に
よ
る
。

［第３号議案］
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２

技
能
労
務
職
員
に
支
給
す
る
旅
費
の
額
及
び
そ
の
支
給
方
法
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
弁
償
す
る
費
用

の
額
及
び
そ
の
支
給
方
法
の
例
に
よ
る
。

（
報
酬
条
例
第
二
条
第
一
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
等
）

第
十
六
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
大
分
県
条
例
第
四
号
。
以
下
「
報

酬
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
及
び
技
能
労
務
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
の
二
第
三
項
の
任
命
権

者
が
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

任
期
（
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
が
更
新
さ
れ
た
場
合
は
、
更
新
後
の
も
の
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
六
箇
月
未
満
の
者

二

六
月
一
日
又
は
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
一
箇
月
当

た
り
の
所
定
勤
務
時
間
が
六
十
五
時
間
以
下
の
者

三

一
年
間
の
所
定
勤
務
時
間
が
七
百
八
十
時
間
以
下
で
あ
る
職
で
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
給
与
等
と

の
権
衡
を
考
慮
し
て
教
育
人
事
課
長
が
定
め
る
も
の
に
在
職
す
る
者

四

語
学
指
導
等
を
行
う
外
国
青
年
招
致
事
業
に
よ
り
招
致
し
た
外
国
青
年

２

任
期
が
六
箇
月
未
満
の
者
の
う
ち
、
当
該
任
期
と
次
に
掲
げ
る
期
間
と
の
合
計
が
六
箇
月
以
上
と
な
る

も
の
は
、
任
期
が
六
箇
月
以
上
の
者
と
み
な
す
。

一

期
末
手
当
の
基
準
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
前
会
計
年
度
に
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年

度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
て
い
た
者
が
当
該
基
準
日
ま
で
引
き
続
い
て
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し

て
任
用
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
前
会
計
年
度
の
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職

期
間

二

給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
職
員
等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
基
準
日
ま
で
引
き
続
い
て
会
計
年
度
任

用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
等
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

（
期
末
手
当
の
在
職
期
間
の
特
例
）

第
十
七
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
在
職
期
間
に
は
、
基
準
日
以
前
六
箇

月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
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（
引
き
続
き
在
職
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
算
入
す
る
。

２

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
お
い
て
退
職
し
た
職
員
等
の
当
該
職
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間
は
、
会
計
年

度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
在
職
期
間
に
算
入
し
な
い
。

３

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
第
七
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
か

ら
引
き
続
い
て
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期

間
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
在
職
期
間
に
算
入
し
な
い
。

（
期
末
手
当
基
礎
額
）

第
十
八
条

月
額
の
報
酬
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
係
る
期
末
手
当
基
礎
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基

準
日
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
現
在
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
受
け
る
べ
き
報
酬
の
月
額
と
す
る
。

２

日
額
の
報
酬
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
次
項
に
お
い
て
教
育
人
事
課
長
が
指
定
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
期
末
手
当
基
礎
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
が
属
す
る
月
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
る

べ
き
一
箇
月
分
の
報
酬
の
額
と
す
る
。

３

日
額
の
報
酬
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
教
育
人
事
課
長
が
指
定
す
る
も
の
及
び
時
間
額
の
報
酬

を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
係
る
期
末
手
当
基
礎
額
は
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
（
基
準

日
に
お
け
る
職
と
同
一
の
職
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
た
報
酬
（
第
十
条
第
三

項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
報
酬
を
除
き
、
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
在
職
し
た
月

に
係
る
報
酬
に
限
る
。
）
の
額
の
一
箇
月
当
た
り
の
平
均
額
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
期
末
手
当
基
礎
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
切

り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

（
期
末
手
当
の
支
給
日
の
特
例
）

第
十
九
条

基
準
日
に
新
た
に
任
用
さ
れ
た
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

者
が
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
が
更
新
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
新
た
に
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
対
す
る
期
末
手
当
の
支
給
日
は
、
教
育
人
事
課
長
が
別
に
定
め
る
。

（
特
例
を
適
用
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
）

第
二
十
条

報
酬
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
任
命
権
者
が
定
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
も
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の
と
す
る
。

一

職
員
に
対
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
担
当
す
る
臨
床
心
理
士

二

第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

三

講
師

四

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

五

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

六

部
活
動
指
導
員

七

医
療
的
ケ
ア
業
務
に
従
事
す
る
看
護
師

八

給
食
補
助
員

（
報
酬
条
例
別
表
の
任
命
権
者
が
定
め
る
職
）

第
二
十
一
条

報
酬
条
例
別
表
の
任
命
権
者
が
定
め
る
職
は
、
給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
職
と
す
る
。

第
四
章

勤
務
時
間
等

（
勤
務
時
間
及
び
勤
務
日
数
）

第
二
十
二
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
六
時
間
四
十
五
分
と
し
、
そ
の
勤
務
日

数
は
、
一
箇
月
に
つ
き
勤
務
日
数
が
十
八
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
教
育
人
事
課
長
が
決
定
す

る
。
た
だ
し
、
教
育
人
事
課
長
が
こ
れ
に
よ
り
難
い
と
認
め
る
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
勤
務
日
数
に
つ
い

て
は
、
一
日
の
勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
以
内
か
つ
一
箇
月
の
勤
務
日
数
が
十
六
日
を
超
え
な
い
範

囲
内
又
は
一
日
の
勤
務
時
間
が
五
時
間
四
十
五
分
以
内
か
つ
一
箇
月
の
勤
務
日
数
が
二
十
一
日
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
、
教
育
人
事
課
長
が
決
定
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
視
又
は
断
続
的
業
務
に
従
事
す
る
者
等
特
別
な
勤
務
に
従
事
す
る
者

そ
の
他
前
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
及
び
勤
務
日
数
に
よ
り
難
い
と
教
育
人
事
課
長
が
認
め
る
者
（
以
下

「
特
別
勤
務
従
事
者
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
及
び
勤
務
日
数
に
つ
い
て
は
、
勤
務
の
特
殊
性
を
考
慮

し
て
、
教
育
人
事
課
長
が
決
定
す
る
。

３

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
所
属
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

４

勤
務
時
間
は
、
特
別
勤
務
従
事
者
を
除
き
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
の
間
に
割

［第３号議案］

-11-



り
振
る
も
の
と
し
、
そ
の
途
中
に
六
十
分
の
休
憩
時
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
学
校
に

あ
っ
て
は
、
午
前
八
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
の
間
で
割
り
振
る
も
の
と
し
、
そ
の
途
中
に
四
十
五

分
の
休
憩
時
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

日
曜
日
、
土
曜
日
並
び
に
祝
日
法
に
よ
る
休
日
及
び
年
末
年
始
の
休
日
（
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年

の
一
月
三
日
ま
で
の
日
を
い
い
、
祝
日
法
に
よ
る
休
日
を
除
く
。
）
に
は
、
特
別
勤
務
従
事
者
及
び
特
に

勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
る
者
を
除
き
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

６

会
計
年
度
任
用
職
員
の
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
振
替
及

び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
は
、
事
前
に
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
同
意
を
得
て
、
所
属
長
が
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
変
更
後
の
勤
務
時
間
（
特
別
勤
務
従
事
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
に
つ
い
て
同
じ
。
）
は
、
一
週
間
に
つ
き
三
十
八
時
間
四
十
五
分
以
内
と
し
、
毎
週
少
な
く
と
も
一
回

の
週
休
日
を
置
か
な
く
て
は
な
ら
ず
、
変
更
後
の
勤
務
時
間
は
深
夜
に
わ
た
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
時
間
外
勤
務
）

第
二
十
三
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
、
時
間
外
勤
務
を
命
じ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
よ
っ
て
臨
時
の
必
要
が
あ
る
場
合
で
、
教
育
人
事
課

長
が
勤
務
を
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

育
児
又
は
介
護
を
行
う
会
計
年
度
任
用
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
一

般
職
の
常
勤
職
員
の
例
に
よ
る
。

第
五
章

休
暇

（
年
次
有
給
休
暇
）

第
二
十
四
条

所
属
長
は
、
第
四
項
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
、
定
め
ら
れ
た

日
数
の
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
季
に
つ
き
、
所
属
長
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
所
属
長
は
、
年
次
有
給
休
暇
を
職
員
の
請
求
す
る
時
季
に
与
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
請
求
さ
れ
た
時
季
に
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
時
季
に
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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４

年
次
有
給
休
暇
を
付
与
さ
れ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
任
用
初
年
度
の
者
及
び
任
用
二
年
度
目
以
降

の
者
で
あ
っ
て
前
年
度
の
全
勤
務
日
の
八
割
以
上
出
勤
し
た
も
の
と
す
る
。

５

会
計
年
度
任
用
職
員
に
付
与
さ
れ
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
一
年
間
の
勤
務

日
数
（
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
一
箇
月
間
の
所
定
の
勤
務
日
数
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
日
数
と
す

る
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
継
続
勤
務
年
数
（
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職

員
と
し
て
継
続
し
て
勤
務
し
た
年
数
を
い
う
。
）
別
に
掲
げ
る
日
数
と
す
る
。

６

一
会
計
年
度
に
お
け
る
任
期
が
六
箇
月
未
満
と
な
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
任
用
初
年
度
に
お
け
る
任

用
の
日
か
ら
現
に
任
用
さ
れ
て
い
る
任
期
の
末
日
ま
で
の
間
が
六
箇
月
以
上
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
に
付

与
す
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
当
該
年

度
の
勤
務
日
数
に
応
じ
て
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
一
年
間
の
勤
務
日
数
の
区
分
ご
と
に
、
同
表
の
継
続
勤

務
年
数
の
部
の
初
年
度
の
項
に
掲
げ
る
日
数
に
、
当
該
年
度
の
任
用
予
定
月
数
を
乗
じ
て
得
た
数
を
六
で

除
し
て
得
た
日
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
年
度
内
の
任
用
予
定
月
数
は
、
任
期
の
総
日
数
を
三
十
で
除
し
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端

数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数
）
と
す
る
。

７

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
が
更
新
さ
れ
た
場
合
に
付
与
す
る

年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
、
更
新
後
の
任
期
に
つ
い
て
同
項
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
日
数
か
ら
既
に
付
与

し
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
を
減
じ
て
得
た
日
数
と
す
る
。

８

年
次
有
給
休
暇
の
残
日
数
は
、
継
続
勤
務
年
数
に
応
じ
て
当
該
年
度
に
付
与
さ
れ
た
日
数
を
限
度
と
し

て
、
次
の
一
年
間
に
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
。

９

年
次
有
給
休
暇
は
、
時
間
を
単
位
と
し
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
特
別
勤
務
従
事
者
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

時
間
を
単
位
と
し
て
与
え
ら
れ
た
年
次
有
給
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
は
、
六
時
間
四
十
五
分
（
第

10
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
教
育
人
事
課
長
が
決
定
し
た
場
合
は
、
当
該
決
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
一
日
の
勤
務
時
間
）
を
も
っ
て
一
日
と
す
る
。

（
年
次
有
給
休
暇
以
外
の
休
暇
）

第
二
十
五
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
原
因
に
応
じ
、
そ
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れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

２

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
（
別
表
第
三
の
二
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
任
期
が
六
箇
月

以
上
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
、
同
表
の
十
一
の
項
及
び
十
二
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
県
教
育

委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が
六
箇
月
以
上
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
、

同
表
の
十
三
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て

い
る
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
同
項
の
申
出
に
お
い
て
指
定
期
間
の
指
定
を
希
望
す
る
期
間
の

初
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
三
日
を
経
過
す
る
日
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
そ
の
任
期
（
任

期
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後
の
も
の
）
が
満
了
す
る
こ
と
及
び
県
教
育
委
員
会
の
任
命

に
係
る
職
に
引
き
続
き
任
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
、
同
表
の
十
四
の

項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
六
時
間
十
五
分
以
上
で
あ
る
勤
務

日
が
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
っ
て
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る

期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
原
因
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
無
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表

の
七
の
項
、
十
一
の
項
及
び
十
二
の
項
に
掲
げ
る
場
合
で
、
一
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
無
給
の
休

暇
を
日
に
換
算
す
る
と
き
は
、
前
条
第
十
項
の
例
に
よ
る
。

（
休
暇
の
請
求
等
の
手
続
）

第
二
十
六
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
暇
の
請
求
の
手
続
は
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
例
に
よ
る
。

第
六
章

休
業

（
育
児
休
業
及
び
部
分
休
業
）

第
二
十
七
条

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
分
県
条
例
第
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
号
イ 

の
任
命
権
者
が
定
め
る
非
常
勤
職
員
は
、
全

て
の
会
計
年
度
任
用
職
員
と
す
る
。

２

育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
及
び
第
二
条
の
四
第
二
号
の
任
命
権
者
が
定
め
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
又
は
第
二
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
子
に
つ
い
て
、

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
若
し
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く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
育
又
は
児
童
福
祉

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を

行
っ
て
い
る
が
、
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
（
育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日
後
の
期
間
）
に
つ
い
て
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ

れ
な
い
場
合

二

常
態
と
し
て
育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
ロ
又
は
第
二
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
子

を
養
育
し
て
い
る
当
該
子
の
親
（
当
該
子
に
つ
い
て
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八

百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者

（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
当
該
子

を
現
に
監
護
す
る
も
の
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
子
を
委
託

さ
れ
て
い
る
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
里
親
で
あ
っ
て
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る

こ
と
を
希
望
し
て
い
る
も
の
若
し
く
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
者
（
児
童
の
親
そ

の
他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
養
子

縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
者
と
し
て
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
限

る
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間

（
育
児
休
業
条
例
第
二
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日

後
の
期
間
）
に
つ
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
予
定
で
あ
っ
た
も
の
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
た
場
合

ア

死
亡
し
た
場
合

イ

負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
な

状
態
に
な
っ
た
場
合

ウ

常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
し
て
い
る
当
該
子
の
親
で
あ
る
配
偶
者
が
当
該
子
と
同
居
し
な
い
こ

と
と
な
っ
た
場
合

エ

六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
場
合
又
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は
産
後
八
週
間
を
経
過
し
な
い
場
合

３

育
児
休
業
条
例
第
二
十
四
条
第
二
号
ロ
の
任
命
権
者
が
定
め
る
非
常
勤
職
員
は
、
一
日
に
つ
き
定
め
ら

れ
た
勤
務
時
間
が
六
時
間
十
五
分
以
上
で
あ
る
勤
務
日
が
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
す
る
。

第
七
章

服
務

（
服
務
）

第
二
十
八
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
営
利

企
業
へ
の
従
事
等
の
制
限
に
係
る
も
の
を
除
き
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
例
に
よ
る
。

（
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
の
届
出
）

第
二
十
九
条

会
計
年
度
任
用
職
員
（
短
期
間
等
職
員
を
除
く
。
）
は
、
地
方
公
務
員
法
第
三
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
を
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
営
利
企
業
従
事
等
届
（
第
十
三

号
様
式
）
を
所
属
長
を
経
由
し
て
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章

福
利
厚
生
等

（
社
会
保
険
）

第
三
十
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
任
用
し
た
と
き
は
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
健

康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
及
び
雇
用
保
険
に
加
入
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
災
害
補
償
）

第
三
十
一
条

労
働
基
準
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
所
属
に
お
い
て
会
計
年
度
任
用
職
員
を
任
用

す
る
場
合
に
は
、
政
府
が
管
掌
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
所
属
以
外
に
お
い
て
会
計
年
度
任
用
職
員
を
任
用
す
る
場
合
の
災
害
に
対
す
る
補
償
に
つ
い
て

は
、
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県

条
例
第
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

会
計
年
度
任
用
職
員
が
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
基
づ
く
災
害
認
定
請
求
を
行
っ

た
場
合
は
、
所
属
長
を
通
じ
、
教
育
人
事
課
長
に
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
章

雑
則

（
会
計
年
度
任
用
職
員
台
帳
の
整
備
）

第
三
十
二
条

教
育
人
事
課
長
及
び
所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
台
帳
を
備
え
付
け
て
、
会
計
年
度
任
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用
職
員
の
現
況
を
常
に
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
）

第
三
十
三
条

所
属
長
は
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
こ
の
規
則
の
定
め
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
こ

の
規
則
の
定
め
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
教
育
人
事
課
長
の
承
認
を

得
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
県
費
負
担
教
職
員
の
適
用
の
特
例
）

第
三
十
四
条

県
費
負
担
教
職
員
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五

号
）
第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ

い
て
は
、
第
七
章
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

県
費
負
担
教
職
員
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項

所

属

長

（

本

庁

の

各

課

長

及

び

所

市
町
村
教
育
委
員
会

長
、
各
教
育
事
務
所
長
並
び
に
教
育

機
関
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

教
育
人
事
課
長

県
教
育
委
員
会

第
二
条
第
二
項

所
属
長

県
教
育
委
員
会

教
育
人
事
課
長

市
町
村
教
育
委
員
会

第
三
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の

所
属
長

所
属
長
（
県
教
育
委
員
会
の

部
分

本
庁
の
各
課
長
及
び
所
長
並

び
に
各
教
育
事
務
所
長
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

第
三
条
第
五
項
各
号
列
記
以
外
の

所
属
長
は
、

所
属
長
が

部
分

会

計

年

度

任

用

職

員

任

用

内

申

書

市
町
村
教
育
委
員
会
は
、
教

（
第
三
号
様
式
。
学
校
に
配
置
す
る

育
人
事
課
長
が
別
に
定
め
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
教
育
人
事
課
長

様
式
に
よ
り
内
申
書
を
提
出
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が
別
に
定
め
る
様
式
）

す

る

も

の

と

し

、

所

属

長

は
、
そ
の
内
申
書

第
三
条
第
六
項

所
属
長

市
町
村
教
育
委
員
会

第
四
条
第
二
項
後
段

学
校
に
属
す
る
者
に
係
る
も
の
で
あ

市
町
村
教
育
委
員
会

る
と
き
は
、
所
属
長

第
四
条
第
三
項

所
属
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
会

県
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の

計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
を
更
新
す

規
定
に
よ
る
内
申
を
適
当
と

る
場
合
は
、
学
校
に
属
す
る
者
に
係

認
め
た
と
き
は
、
辞
令
を
市

る
も
の
に
あ
っ
て
は
辞
令
を
、
そ
れ

町
村
教
育
委
員
会
を
経
由
し

以
外
の
者
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は

て

会
計
年
度
任
用
職
員
任
期
更
新
通
知

書
（
第
八
号
様
式
）
を

第
五
条
第
二
項

所
属
長

市
町
村
教
育
委
員
会

第
六
条

所
属
長

市
町
村
教
育
委
員
会

教
育
人
事
課
長

県
教
育
委
員
会

第
八
条
第
三
項

所
属
長

市
町
村
教
育
委
員
会

第
八
条
第
四
項

所
属
長

市
町
村
教
育
委
員
会

会

計

年

度

任

用

職

員

退

職

内

申

書

教
育
人
事
課
長
が
別
に
定
め

（
第
十
一
号
様
式
。
学
校
に
属
す
る

る
様
式
に
よ
る
内
申
書
に

場
合
に
あ
っ
て
は
、
教
育
人
事
課
長

が
別
に
定
め
る
様
式
）
に

第
八
条
第
五
項

所
属
長

市
町
村
教
育
委
員
会

第
九
条
第
一
項

所
属
長

市
町
村
教
育
委
員
会

教
育
人
事
課
長

県
教
育
委
員
会

第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
条
第
一

教
育
人
事
課
長

県
教
育
委
員
会

項
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第
十
条
第
二
項

所
属
長

県
教
育
委
員
会

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、

教
育
人
事
課
長

県
教
育
委
員
会

第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
、
第
十

八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十

九
条
並
び
に
第
二
十
二
条
第
一
項

及
び
第
二
項

第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
六
項

所
属
長

校
長

第
二
十
三
条
第
一
項

所
属
長

校
長

教
育
人
事
課
長

市
町
村
教
育
委
員
会

第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

所
属
長

校
長

ま
で

第
二
十
四
条
第
十
項

教
育
人
事
課
長

県
教
育
委
員
会

第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項

所
属
長

校
長

第
三
十
一
条

所
属
長
を
通
じ
、
教
育
人
事
課
長

県
教
育
委
員
会

第
三
十
三
条

所
属
長

市
町
村
教
育
委
員
会

教
育
人
事
課
長

県
教
育
委
員
会

（
委
任
）

第
三
十
五
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
人
事

課
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
地
方
公
務
員
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
非
常
勤
職
員
及
び
同
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
嘱
託
員
の
う
ち
県
教

育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
も
の
（
以
下
「
非
常
勤
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
も
の
が
施
行
日
前
に
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非
常
勤
職
員
等
と
し
て
従
事
し
た
期
間
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
従
事
し
た

期
間
と
み
な
す
。

（
大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

３

大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
教
育
長
」
を
「
教
育
委
員
会
」
に
改
め
る
。

（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

４

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
条
例
第
十
五
条
に
規
定
す
る
臨
時
職
員
及
び
非
常
勤
職
員
を
除
く
。
」
を
削
る
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

の
期
末
手
当
基
礎
額
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

第
九
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
一
般
職
員
の
例
に
よ
り
難
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

第
九
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任

用
職
員
の
給
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
範
囲

内
で
教
育
人
事
課
長
が
決
定
す
る
。

一

第
七
条
第
三
項
の
職
員

次
の
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
、

ロ
又
は
ハ
に
定
め
る
額

イ

月
額
の
給
料
を
受
け
る
職
員

別
表
第
一
の
給
料
表
に
定
め
る
一
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の

給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
別
表
の
最
高
号
給
の
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該

職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
三
十
八
・
七
五
で
除
し
て
得
た
数
を

乗
じ
て
得
た
額

ロ

日
額
の
給
料
を
受
け
る
職
員

勤
務
一
日
に
つ
き
、
別
表
の
最
高
号
給
の
給
料
月
額
を
二
十
一
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で
除
し
て
得
た
額
に
、
当
該
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
七
・
七
五

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

ハ

時
間
額
の
給
料
を
受
け
る
職
員

勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
別
表
の
最
高
号
給
の
給
料
月
額
を
二

十
一
で
除
し
て
得
た
数
を
七
・
七
五
で
除
し
て
得
た
額

二

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

別
表
の
最
高
号
給
の
給
料
月

額

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
七
条
第
三
項
の
職
員
の
地
域
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
時
間
外
勤

務
手
当
の
額
並
び
に
そ
れ
ら
の
支
給
方
法
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

第
十
条
中
「
支
給
方
法
は
」
の
下
に
「
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
七
条
第
三
項
の
職
員
の
旅
費
の
額
及
び
そ
の
支
給
方
法
は
、
教
育

委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

別
表
第
一
（
第
二
十
四
条
関
係
）

一
年
間
の
勤
務
日

二
一
七
日
以
上

一
六
九
日
か
ら

一
二
一
日
か
ら

七
三
日
か
ら

四
八
日
か
ら

数

二
一
六
日
ま
で

一
六
八
日
ま
で

一
二
〇
日
ま
で

七
二
日
ま
で

継

初
年
度

一
〇
日

七
日

五
日

三
日

一
日

続

二
年
度

一
一
日

八
日

六
日

四
日

二
日

勤

三
年
度

一
二
日

九
日

六
日

四
日

二
日

務

四
年
度

一
四
日

一
〇
日

八
日

五
日

二
日

年

五
年
度

一
六
日

一
二
日

九
日

六
日

三
日

数

六
年
度

一
八
日

一
三
日

一
〇
日

六
日

三
日

七
年
度
以
上

二
〇
日

一
五
日

一
一
日

七
日

三
日

別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
関
係
）

原

因

休
暇
の
期
間

一

風
水
震
火
災
そ
の
他
非
常
災
害
に
よ
る
交
通
遮
断
又

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
又
は
時
間

は
交
通
機
関
の
事
故
等
に
よ
り
出
勤
す
る
こ
と
が
著
し

［第３号議案］

-21-



く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

二

選
挙
権
そ
の
他
公
民
と
し
て
の
権
利
を
行
使
す
る
場

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
又
は
時
間

合
で
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認

め
ら
れ
る
と
き

三

裁
判
員
、
証
人
、
鑑
定
人
、
参
考
人
等
と
し
て
国

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
又
は
時
間

会
、
裁
判
所
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
そ
の
他
官
公
署

へ
出
頭
す
る
場
合
で
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む

を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

四

会
計
年
度
任
用
職
員
の
親
族
が
死
亡
し
た
場
合
で
、

一
般
職
の
常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
必
要
と
認

当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
葬
儀
、
服
喪
そ
の
他
の
親

め
ら
れ
る
期
間

族
の
死
亡
に
伴
い
必
要
と
認
め
ら
れ
る
行
事
等
の
た
め

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

五

前
各
号
に
準
ず
る
原
因

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
日
又
は
時
間

別
表
第
三
（
第
二
十
五
条
関
係
）

原

因

休
暇
の
期
間

一

公
務
上
の
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合

二

負
傷
又
は
疾
病
（
公
務
上
の
も
の
を
除
く
。
）
の
た

一
の
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三

め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が

十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お

や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

い
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
当
該
年
度
の

勤
務
日
数
に
応
じ
て
、
別
表
第
一
の
一
年
間

の
勤
務
日
数
の
区
分
ご
と
に
同
表
の
継
続
勤

務
年
数
の
部
の
初
年
度
の
項
に
掲
げ
る
日
数

を
超
え
な
い
範
囲
で
そ
の
都
度
必
要
と
認
め

ら
れ
る
期
間
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三

女
性
職
員
が
生
理
日
に
お
け
る
就
業
が
著
し
く
困
難

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

な
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合

四

妊
娠
中
又
は
出
産
後
一
年
以
内
の
女
性
職
員
が
、
母

妊
娠
満
二
十
三
週
ま
で
四
週
間
に
一
回
、
満

子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十

二
十
四
週
か
ら
満
三
十
五
週
ま
で
二
週
間
に

条
の
保
健
指
導
又
は
同
法
第
十
三
条
の
健
康
診
査
を
受

一
回
、
満
三
十
六
週
か
ら
分
べ
ん
ま
で
一
週

け
る
場
合

間
に
一
回
、
産
後
一
年
ま
で
そ
の
間
に
一
回

（
医
師
等
の
特
別
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
い
ず
れ
の
期
間
に
つ
い
て
も
そ
の
指
示

さ
れ
た
回
数
）
、
一
回
に
つ
き
一
日
の
勤
務

時
間
の
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
る
時
間

五

妊
娠
中
の
女
性
職
員
が
、
従
事
す
る
業
務
が
母
体
又

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
時
間

は
胎

児
の
健

康
保
持

に
影
響

が
あ
る
と
し
て
、
休

息

し
、
又
は
補
食
す
る
場
合

六

妊
娠
中
の
女
性
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関

第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振

の
混
雑
の
程
度
が
母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響

ら
れ
た
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お

が
あ
る
場
合

い
て
、
一
日
を
通
じ
て
一
時
間
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
各
々
必
要
と
認
め
る
時
間

七

妊
娠
中
の
女
性
職
員
が
妊
娠
障
害
の
た
め
勤
務
す
る

出
産
の
日
ま
で
の
申
し
出
た
期
間
に
お
い
て

こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

十
四
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
の
都
度
必

要
と
認
め
る
日
又
は
時
間

八

六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週

出
産
の
日
ま
で
の
申
し
出
た
期
間

間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
の
女
性
職
員
が
申
し
出
た

場
合

九

女
性
職
員
が
出
産
し
た
場
合

出
産
の
日
の
翌
日
か
ら
八
週
間
を
経
過
す
る

日
ま
で
の
期
間
（
産
後
六
週
間
を
経
過
し
た
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女
性
職
員
が
就
業
を
申
し
出
た
場
合
に
お
い

て
、
医
師
が
支
障
が
な
い
と
認
め
た
業
務
に

就
く
期
間
を
除
く
。
）

十

生
後
一
年
に
達
し
な
い
子
（
職
員
の
休
日
休
暇
及
び

一
日
二
回
各
々
三
十
分

勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県

条
例
第
三
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
表
の
備

考
二
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
育

て
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
そ
の
子
の
保
育
の
た
め

に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
授
乳
等
を
行
う
場
合

十
一

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
職
員

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
そ
の
養
育
す
る

の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が

則
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
規
則
第
四
十
号
）
別
表
第

二

人

以

上

の

場

合

に

あ

っ

て

は

、

十

日

）

二
の
十
九
の
項
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ

（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同

る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養

一

で

な

い

会

計

年

度

任

用

職

員

に

あ

っ

て

育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
そ
の
子
の
看
護
（
負

は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
、
教
育

傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
の
こ
と

人
事
課
長
の
定
め
る
時
間
）
の
範
囲
内
の
日

を
い
う
。
）
又
は
そ
の
子
の
母
子
保
健
法
第
十
二
条
若

又
は
時
間

し
く

は
第
十

三
条
の

健
康

診
査
、
学
校
保
健
安

全
法

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
十
一
条
に
規

定
す
る
健
康
診
断
若
し
く
は
予
防
接
種
の
付
添
い
の
た

め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
十
二

職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
要
介
護
者
が
二

例
施
行
規
則
第
十
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
要
介
護

人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
（
勤

者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護
そ
の
他

務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
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の
教
育
人
事
課
長
が
定
め
る
世
話
を
行
う
会
計
年
度
任

な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ

用
職
員
が
、
当
該
世
話
を
行
う
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と

の
者
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
、
教
育
人
事
課

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

長
が
定
め
る
時
間
）
の
範
囲
内
の
日
又
は
時

間

十

三

要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員

指
定
期
間
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る

が
、
当
該
介
護
を
す
る
た
め
、
教
育
委
員
会
が
、
教
育

期
間

委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
計
年
度
任
用
職

員
の
申
出
に
基
づ
き
、
当
該
要
介
護
者
ご
と
に
、
三
回

を
超
え
ず
、
か
つ
、
通
算
し
て
九
十
三
日
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と
い

う
。
）
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合

十
四

要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
会
計
年
度
任
用
職

員

当
該
連
続
す
る
三
年
の
期
間
内
に
お
い
て
一

が
、

当
該
介

護
を
す

る
た

め
、
当
該
要
介
護

者
ご
と

日
に
つ
き
二
時
間
（
当
該
会
計
年
度
任
用
職

に
、
連
続
す
る
三
年
の
期
間
（
当
該
要
介
護
者
に
係
る

員
に
つ
い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務

指
定
期
間
と
重
複
す
る
期
間
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て

時
間
か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間

一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が

が
二
時
間
を
下
回
る
場
合
は
、
当
該
減
じ
た

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め

ら
れ
る
期
間

提
案
理
由

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
県
教

育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
、
報
酬
そ
の
他
の
給
付
、
勤
務
条
件
等
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
提
案
す
る
。
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大分県教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の管理に関する規則の制定について

１ 制定の理由

(1) 地方公務員法及び地方自治法の一部改正

地方公共団体における臨時・非常勤職員について、任用等に関する制度の明確化を図るとと

もに、会計年度任用職員に対する給付について規定を整備すること等を目的とした地方公務員

法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成29年法律第29号。以下「一部改正法」という。）

が公布された（令和2年4月1日施行。概要は次のとおり）。

○改正概要

①特別職の任用及び臨時的任用の適正の確保

②一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化（会計年度任用職員の創設）

③会計年度任用職員に対する給付の規定の整備

(2) 会計年度任用職員の報酬等に関する条例の制定

上記(1)に伴い、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項を定めるとともに、関係条例

の整備を行うため、会計年度任用職員の報酬等に関する条例（以下「報酬条例」という。）が

制定された（令和2年4月1日施行。主な対応方針及び概要は次のとおり）。

○主な対応方針

①現行の一般職非常勤職員を、会計年度任用職員（パートタイム）に移行

②全ての会計年度任用職員（パートタイム）に、通勤に係る費用弁償を支給

③任期が6月以上の会計年度任用職員に、期末手当を支給

○概要

①会計年度任用職員に対し支給する、給料・報酬・各種手当・費用弁償の支給規定の整備

②その他規定の整備

２ 規則制定の概要

上記１に伴い、会計年度任用職員（パートタイム）の任用、報酬その他の給付、勤務条件等に

関し必要な事項を定めるため、大分県教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の管理に関する

規則を制定する。

概要は、次のとおり。

(1) 会計年度任用職員の選考、採用、更新、退職等についての規定

(2) 会計年度任用職員に対する給付（報酬、期末手当、費用弁償）についての規定

(3) 会計年度任用職員の勤務時間、時間外勤務についての規定

(4) 会計年度任用職員の休暇（年次有給休暇その他休暇）、休業についての規定

(5) その他、会計年度任用職員の服務、福利、県費負担教職員の適用の特例等についての規定

※なお、会計年度任用職員の制度は、現行の一般職非常勤職員制度を基本としている。

詳細な変更点等は別紙のとおり。

３ 関係規則（附則により改正）

(1) 大分県教育委員会行政組織規則

(2) 技能労務職員の給与及び旅費に関する規則

４ 施行期日

令和２年４月１日（一部改正法及び報酬条例の施行日）
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（別紙）

会計年度任用職員制度導入に伴う変更点

現状（非常勤要項） 変更後（会計年度規則）

（１）職の基準 一般職：特別職以外の全ての者

特別職：
①特定の学識・経験を必要とする職について、
　自らの学識・経験に基づき公務に参画する者
②特別職とすることが法令等により定められて
　いる職に従事する者
③一の任用期間を通じて、勤務日数（回数）が、
　おおむね１月あたり１０日（回）以下である者

一般職：特別職以外の全ての者

特別職：
専門的な知識経験又識見を有する者が就く職であって、当該知
識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断を行う者
　（ex.教育委員、○○審議会委員、産業医、学校医、
       学校歯科医、学校薬剤師、顧問弁護士）

※特別職から一般職に移行する者
　各所属の嘱託職員、短期臨時、保健師、こころのｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ、
　支援員・相談員、サポーター・アドバイザー、非常勤講師、
  外国語指導助手（ALT）、スポーツ国際交流員（SEA）、
  SC、SSW、SSS、部活動支援員など

任用根拠（法） 地方公務員法第１７条 地方公務員法第２２条の２
※公募・任用時に根拠条文を明示する。

任用根拠（例規） 一般職非常勤職員設置要綱 大分県教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の管理に関す
る規則

任用期間 １年以内とし、会計年度は超えない。 同左

条件付採用 法律上、適用除外 任用（再度の任用を含む）後１月間を条件付採用期間とする。

欠格条項 地方公務員法の規定を適用する。 同左

能力実証方法 選考により職務遂行に必要な能力を有する者を任用する。
※複数名の審査者により、書類選考及び面接のほか、必要に
応じて職務遂行上必要とされる知識・技能等の検定などを実
施。

同左

募集方法 ハローワークを通じた公募を原則とする。
※公募により難い場合は、教育人事課個別協議とする。

同左

公募によらない
再度の任用

人事評価による能力実証を経てその可否を判定する。

連続する一の任用につき５年を上限とする。なお、上限に達
した者が、公募による募集に応募することを妨げないことと
する。
※同一の者を再採用する場合などにあっては、採用所属の説
明責任がより一層重要となる。

同左

平成31年度（令和元年度）に「一般職非常勤職員」であったも
のは、能力実証を経て令和２年度に「一般職非常勤職員（会計
年度任用職員）」として、公募によらない再度の任用をするこ
とができる。

任用の権限 各所属の内申をもとに、教育人事課にて任免。 同左

給付根拠 一般職非常勤職員設置要綱 会計年度任用職員の報酬等に関する条例
（令和元年７月議会において制定済み）

給付の種類 原則、日給として支給（一部、回額） 原則、日給として支給（一部、時間額）

報酬水準 職務給の原則から行政職給料表等を基礎として算定 同左

通勤費用弁償 職務の性格等から特に必要であると認める職員（資格・免許
が必要などの採用困難職種）に対しては、通勤のために要す
る費用の弁償を行う。

常勤職員の通勤手当の例に準じ、通勤のために要する費用の弁
償を行う。

期末手当 期末手当見合いの額を付加報酬として日額に加算し、支給
（１．３５月）

６月、１２月に期末手当を支給（２．６月）
※任期が６月未満の者、月の勤務時間が６５時間
 （年７８０時間）以下の者等を除く。
※常勤職員と同様に、在職期間に応じた割落としがある。

勤務時間 勤務時間は、常勤職員の概ね３／４(6.75h/日,18日/月)程度 同左

休暇・休業 一般職非常勤職員設置要綱に基づく休暇･休業 大分県教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の管理に関す
る規則に基づく休暇･休業
※休暇・休業の種類は変更なし

地方公務員法及び条例等の服務上の関係規定を適用する。 同左

職務専念義務の
免除

常勤職員に同じ。 同左

営利企業等の従
事制限

常勤職員に同じ。
※非常勤職員としての勤務形態を考慮し、許可については弾
力的な対応を行う（個別判断）。

届出制
※職務専念義務、信用失墜行為の禁止等に抵触する恐れがある
　場合は、是正指導する。
※講師については除く。

分限処分 常勤職員に同じ。 同左

懲戒処分 常勤職員に同じ。 同左

服務の宣誓 常勤職員に同じ。
※宣誓書様式は、勤務労働条件同意書を兼ねるものとする。

同左

社会保険 ○全国健康保険協会の運営する健康保険に加入
○厚生年金保険に加入
○雇用保険に加入
○４０歳以上の職員は、介護保険に加入

同左

労働災害補償、
公務災害補償

労働者災害補償保険法又は議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例に基づき、労働災害補償又は公
務災害補償の対象となる。

同左

項目

（２）任用

（３）報酬

（４）勤務時間
　　休暇・休業

（５）服務

（６）福利厚生

（別紙）
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